
お知らせお知らせ
まちのデータ

（令和 6年（2024 年）5月末日現在）

人口 2万 5,187 人
男 1万 1,949 人
女 1万 3,238 人

1 万 735 世帯

交通事故発生件数
（5月中、物損含む）

有田川町 59 件
死者 0人　負傷 1人

有田湯浅警察署調べ

吉 備 庁 舎
  52－2111金 屋 庁 舎

清水行政局

環 境 セ ン タ ー 52 − 5384
プ ラ ス チ ッ ク 収 集 場 52 − 7855
休 日 急 患 診 療 所 52 − 4882
有 田 聖 苑 52 − 3055
子 育 て 支 援 センター { 52 − 5474

090-7966-1697
有田川町 少 年 センター 52 − 8744

｝
城 山 出 張 所 23 − 0001
粟 生 連 絡 所 22 − 0351
五 郷 出 張 所 22 − 0254
安 諦 出 張 所 26 − 0001
水 道 課 52 − 5356
下 水 道 課 53 − 1031
ＡＬＥＣ（ ア レッ ク ） 52 − 4730

相 

談

◆
◆
◆

7
月
の
行
政
相
談

●
7
月
18
日
（
木
）

・
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー　

13
時
30
分

～
16
時

問

総
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

学
校
に
行
け
な
い
・
行
き
に
く
い

子
を
持
つ
親
の
つ
ど
い
２
０
２
４

不
登
校
の
子
ど
も
を
持
つ
親
の
交
流
会

で
す
。
語
り
合
う
こ
と
で
子
ど
も
の
思
い

が
見
え
た
り
、
心
が
軽
く
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
一
緒
に
ゆ
っ
た
り
語
り
合
い
な

が
ら
考
え
て
い
き
ま
せ
ん
か
。
短
時
間
の

参
加
や
、
お
話
を
聞
く
だ
け
で
も
大
丈
夫

で
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
7
月
13
日
（
土
）、
9
月
14
日

（
土
）、
11
月
9
日
（
土
）、
令
和
7
年

（
2
0
2
5
年
）
1
月
25
日
（
土
）、

令
和
7
年
（
2
0
2
5
年
）
2
月
15

日
（
土
）
い
ず
れ
も
10
時
30
分
～
12
時

●
場
所
／
き
び
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

●
申
し
込
み
／
次
の
二
次
元
コ
ー
ド
の

L
I
N
E
ま
た
は
メ
ー
ル
か
ら
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
引
き
こ
も
り
で
悩
ま
れ
て
い
る
ご
家
族

も
参
加
で
き
ま
す
。
事
前
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

か
メ
ー
ル
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
各
回
の
お
申
し
込
み
は
開
催
日
３
日
前

ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

問

N
P
O
法
人
P
e
e
r
心
理
教
育

サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

E
L
‐

B
A
S
E
（
え
る
・
べ
ー
す
）

保 

険

◆
◆
◆

「
国
民
健
康
保
険　
　
　
　
　
　

高
齢
受
給
者
証
」
の
更
新

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
に
交
付
し
て
い
る
「
高
齢
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
が
、
7
月
31
日
（
水
）
で
切

れ
る
た
め
、
7
月
下
旬
に
新
し
い
「
高
齢

受
給
者
証
」
を
郵
送
交
付
し
ま
す
。
8
月

1
日
（
木
）
か
ら
は
、
必
ず
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

●
一
部
負
担
金
の
割
合

70
歳
か
ら
医
療
機
関
な
ど
で
お
支
払
い

い
た
だ
く
一
部
負
担
金
の
割
合
は

・
現
役
並
み
所
得
者
／
3
割

・
そ
の
他
の
方
／
2
割

と
な
り
ま
す
。
一
部
負
担
金
の
割
合
は
受

給
者
証
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

国
民
健
康
保
険

マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

●
手
続
き
な
し
で
高
額
医
療
の
限
度
額
を

超
え
る
支
払
い
が
免
除
さ
れ
ま
す

マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
す
れ
ば
、
医
療

機
関
窓
口
で
限
度
額
認
定
証
の
提
示
が
な

く
て
も
、
高
額
療
養
費
制
度
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
マ
イ
ナ
保
険
証
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
次
の
方
は
限
度
額
認
定
証
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
／
町
県
民
税
非
課
税
世
帯
の
75
歳
未

満
で
過
去
1
年
間
の
入
院
日
数
が
90
日

を
超
え
て
い
る
方

有
効
期
限
が
７
月
31
日
（
水
）
に
な
っ

て
い
る
右
記
の
認
定
証
は
、
更
新
手
続
き

が
必
要
で
す
。
８
月
１
日
（
木
）
以
降
に

申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・
手
続
き
に
必
要
な
も
の
／
保
険
証
・
窓

口
に
来
ら
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
な
ど
）

※
一
部
条
件
に
よ
り
免
除
さ
れ
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

＜メール＞

＜ LINE＞

17 広報ありだがわ　2024.7


